
農
業
者
の
た
め
の
公
的
年

金
で
あ
る
農
業
者
年
金
は
、

自
分
の
納
め
た
保
険
料
と
、

そ
の
運
用
益
を
資
源
と
し
て

支
給
さ
れ
る
「
確
定
拠
出
型

年
金
」
で
す
。
ま
た
、
支
払
っ

た
保
険
料
は
、
全
額
が
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
に
な
る

な
ど
、
農
業
者
に
と
っ
て
メ

リ
ッ
ト
の
多
い
内
容
と
な
っ

て
い
ま
す
。
老
後
の
生
活
に

備
え
て
加
入
を
考
え
て
み
ま

せ
ん
か
？

○
農
業
に
従
事
さ
れ
て
い
る

方
は
誰
で
も
加
入
で
き
ま
す
。

20
歳
以
上
60
歳
未
満
で
あ

る
国
民
年
金
1
号
被
保
険
者

で
、
年
間
60
日
以
上
、
農
業

に
従
事
し
て
い
れ
ば
、
誰
で

も
（
配
偶
者
や
後
継
者
も
可
）

加
入
で
き
ま
す
。

○
少
子
高
齢
化
に
強
い
年
金

で
す
。

自
ら
積
み
立
て
た
保
険
料

と
そ
の
運
用
益
に
よ
り
将
来

受
け
取
る
年
金
額
が
決
ま
る

「
積
立
方
式
（
確
定
拠
出
型
）
」

で
、
加
入
者
・
受
給
者
の
数

に
左
右
さ
れ
に
く
い
年
金
で

す
。

○
保
険
料
の
額
は
自
由
に
決

め
ら
れ
ま
す
。

保
険
料
は
月
額
２
万
円
か

ら
6
万
7
千
円
ま
で
の
千
円

単
位
で
自
由
に
設
定
で
き
、

経
営
状
況
に
応
じ
て
い
つ
で

も
見
直
せ
ま
す
。

○
終
身
年
金
で
80
歳
ま
で
の

保
証
付
き
で
す
。

年
金
は
原
則
65
歳
か
ら
生

涯
支
給
さ
れ
、
仮
に
80
歳
前

に
死
亡
し
た
場
合
で
も
、
80

歳
ま
で
受
け
取
れ
る
は
ず
で

あ
っ
た
老
齢
基
礎
年
金
が
死

亡
一
時
金
と
し
て
遺
族
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

○
税
制
面
で
の
優
遇
措
置
が

あ
り
ま
す
。

支
払
っ
た
保
険
料
は
、
全

額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対

象
と
な
り
、
所
得
税
・
住
民

税
が
節
税
に
な
り
ま
す
。
65

歳
以
上
で
あ
れ
ば
、
国
民
年

金
と
あ
わ
せ
て
年
額
120
万
円

ま
で
は
非
課
税
と
な
り
ま
す
。

○
担
い
手
を
対
象
に
保
険
料

の
国
庫
補
助
が
あ
り
ま
す
。

認
定
農
業
者
で
青
色
申
告

者
で
あ
る
な
ど
の
要
件
を
満

た
し
た
方
に
は
、
保
険
料
の

国
庫
補
助
（
月
額
1
万
円
）

が
あ
り
ま
す
。

令
和
5
年
7
月
24
日
、
村

役
場
で
平
田
村
農
業
委
員
任

命
書
交
付
式
が
行
わ
れ
、
澤

村
和
明
村
長
か
ら
新
た
な
農

業
委
員
8
人
に
任
命
書
が
交

付
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
農
業
委
員
会
総
会

も
行
わ
れ
、
会
長
に
村
上
信

一
委
員
（
上
北
方
）
、
会
長

職
務
代
理
者
に
舘
岩
夫
委
員

（
永
田
）
が
そ
れ
ぞ
れ
選
任

さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
農
地
利
用
最
適

化
推
進
委
員
委
嘱
状
交
付
式

が
行
わ
れ
、
村
上
信
一
農
業

委
員
会
会
長
か
ら
農
地
利
用

最
適
化
推
進
委
員
12
人
に
委

嘱
状
が
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

農
業
委
員
、
農
地
利
用
最

適
化
推
進
委
員
と
も
に
任
期

は
、
令
和
5
年
7
月
20
日
か

ら
令
和
8
年
7
月
19
日
ま
で

の
3
年
間
と
な
り
ま
す
。

村
民
の
皆
様
に
は
、
農
業

委
員
会
業
務
の
推
進
に
あ
た

り
、
日
頃
か
ら
ご
理
解
と
ご

協
力
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
こ
と
、
心
よ
り
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。
委
員
の
任
期
満

了
に
よ
る
改
選
が
あ
り
、
7

月
24
日
に
開
催
さ
れ
た
初
総

会
で
推
薦
を
受
け
、
会
長
に

3
期
目
の
就
任
と
な
り
ま
し

た
。
2
期
6
年
務
め
た
経
験

と
知
識
を
活
か
し
、
地
域
農

業
の
振
興
発
展
・
新
規
参
入

促
進
の
た
め
精
一
杯
取
り
組

む
所
存
で
す
。

農
業
委
員
会
の
必
須
業
務

と
し
て
、
担
い
手
へ
の
農
地

集
積
、
耕
作
放
棄
地
の
発
生

防
止
・
解
消
、
新
規
参
入
の

促
進
、
そ
し
て
農
地
利
用
の

最
適
化
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

農
地
利
用
の
最
適
化
と
は
、

「
今
使
わ
れ
て
い
る
農
地
を
、

使
え
る
う
ち
に
、
使
え
る
人

（
担
い
手
等
）
に
つ
な
い
で

い
く
こ
と
」
で
す
。
担
い
手

の
高
齢
化
や
後
継
者
不
在
等

に
よ
り
、
遊
休
農
地
が
年
々

増
加
し
て
い
る
今
、
農
地
を

使
え
る
う
ち
に
つ
な
ぐ
こ
と

は
差
し
迫
っ
た
課
題
と
言
え

ま
す
。

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た

地
域
農
業
の
将
来
像
に
つ
い

て
記
す
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」

は
、
国
の
法
定
化
に
よ
り

「
地
域
計
画
」
と
名
称
が
変

更
さ
れ
、
目
指
す
べ
き
将
来

の
農
地
利
用
の
姿
の
明
確
化

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
地

域
の
皆
さ
ん
が
守
り
続
け
て

き
た
農
地
を
、
次
の
世
代
に

着
実
に
引
き
継
い
で
い
く
た

め
、
幅
広
い
意
見
を
聞
き
ま

と
め
る
中
で
、
私
た
ち
は
中

心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
3
年
間
、
農
業

委
員
8
人
、
農
地
利
用
最
適

化
推
進
委
員
12
人
の
総
勢
20

人
の
委
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
・
地
域
で
課
題
解
決
と

農
地
・
農
業
者
の
可
能
性
の

発
掘
に
全
力
で
取
り
組
ん
で

ま
い
り
ま
す
。

☆
水
田
専
門
委
員
会

◎
遠
藤
正
広
○
二
瓶
富
男

國
井
豊
治
・
國
井
隆
志

古
川
信
男
・
野
﨑
繁
雄

矢
吹
公
彦
・
矢
吹
長
治

☆
畑
作
専
門
委
員
会

◎
宗
像
六
郎
○
鈴
木

孝

大
木
信
之
・
阿
部
正
明

☆
畜
産
専
門
委
員
会

◎
石
塚
一
則
○
遠
藤
道
雄

二
瓶
清
作
・
野
﨑
正
明

☆
広
報
専
門
委
員
会

◎
三
本
松
好
德
○
添
田
保
雄

舘

岩
夫
・
村
上
信
一

※
◎
は
委
員
長
、
○
は
副
委
員
長
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平
田
村
農
業
委
員
会
だ
よ
り

農
地
利
用
の
最
適
化
を

力
強
く
進
め
て
い
く
た
め
に

～
農
業
委
員
8
人
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
12
人
決
ま
る
～△村上会長(右)から委嘱状を交付される

農地利用最適化推進委員 △澤村村長(左)から任命書を交付される農業委員

農
業
委
員
会
会
長

就
任
の
あ
い
さ
つ会長 村上信一

農業の経営とくら
しに役立つ情報を
お届けします
●毎週金曜日発行 ●B3版8～10貢建

●購読料:月700円[送料,税込み]

◇購読のお申し込みは、お近くの農業

委員・農地利用最適化推進委員又

は村農業委員会事務局までお願い

します。

各
専
門
委
員
会
の
紹
介

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
す

☆
編
集
後
記
☆

農
業
委
員
会
の
改
選
が
あ
り
、

7
月
か
ら
新
た
な
メ
ン
バ
ー
に
よ

る
活
動
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た

▼
農
地
に
関
す
る
申
請
の
承
認
・

決
定
等
本
来
の
業
務
に
加
え
、
豊

か
な
自
然
環
境
を
次
世
代
に
ど
の

よ
う
に
継
い
で
い
く
か
、
地
域
の

皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
、
取
り
組

ん
で
い
く
こ
と
も
重
要
な
課
題
だ

と
考
え
ま
す
▼
そ
の
た
め
の
相

談
・
提
案
等
々
、
地
元
担
当
委
員

ま
た
は
村
農
業
委
員
会
事
務
局
ま

で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

広
報
専
門
委
員
会

三
本
松
好
德

9
月
15
日
（
金
）
か
ら
、

村
内
全
域
を
対
象
に
農
地
パ
ト

ロ
ー
ル
（
農
地
の
利
用
状
況
調
査
）
を
実
施
し
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
①
各
担
当
地
域
の
農
地
利
用
の
確
認
、
②

遊
休
農
地
の
実
態
把
握
と
発
生
防
止
・
解
消
、
③
違
反
転
用

防
止
・
早
期
発
見
を
重
点
に
取
組
み
ま
す
。

9
月
か
ら
10
月
を
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
実
施
月
間
と
し
て
設

定
し
、
農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
が
、
緑
色

の
腕
章
と
帽
子
を
着
用
し
、
村
内
の
各
農
地
を
巡
回
し
ま
す

の
で
ご
理
解
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、

パ
ト
ロ
ー
ル
の
結
果
「
非
農
地
」
と
判
断
さ
れ
た
田
畑
に
つ

い
て
は
、
冬
頃
に
再
度
現
地
確
認
を
実
施
し
ま
す
。

9
月
か
ら
10
月
は
、
稲
刈
り
な
ど
秋
の
農
繁
期
と
な
っ
て

き
ま
す
。
農
作
業
事
故
の
未
然
防
止
と
、
農
業
機
械
作
業
の

安
全
対
策
に
つ
い
て
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
ト
ラ
ク
タ
ー
に
安
全
フ
レ
ー
ム
を
装
着
し
、
運
転
時
に

は
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用
を
徹
底
し
ま

し
ょ
う
。

②
ト
ラ
ク
タ
ー
に
作
業
機
を
装
着
し
て
公
道
を
走
行
す
る

際
は
、
灯
火
器
を
設
置
し
て
、
安
全
運
転
を
心
が
け
ま

し
ょ
う
。

③
ト
ラ
ク
タ
ー
が
走
行
す
る
た
め
に
十
分
な
道
幅
を
確
保

し
ま
し
ょ
う
。

④
機
械
の
詰
ま
り
を
取
り
除
く
際
は
、
機
械
の
動
作
停
止

を
必
ず
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

⑤
農
業
機
械
の
定
期
的
な
点
検
・
整
備
を
行
い
、
整
備
不

良
に
よ
る
事
故
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

⑥
こ
ま
め
に
水
分
補
給
を
行
い
、
熱
中
症
に
気
を
つ
け
ま

し
ょ
う
。

老後に備えて

農業者年金に

加入しませんか？

～
農
業
者
年
金
の
特
徴
・
メ
リ
ッ
ト
～

農
業
者
年
金
に
加
入
し
た
い
、

も
っ
と
詳
し
く
知
り
た
い
方
は
、

農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

農
業
委
員
会
事
務
局

☎
55
ー
３
１
１
６

農
業
機
械
作
業
の
安
全
対
策
に
つ
い
て



３区【上蓬田・蓬田新田】

氏名：宗像 六郎（69）・農業委員

住所：上蓬田字千保9-3 ℡：55-2425

抱負：農業委員として頑張っていきますので、

よろしくお願いします。

氏名：野﨑 正明（67）・農地利用最適化推進委員

住所：上蓬田字広平48-3 ℡：55-2294

抱負：田畑の保持が容易でない現在、次世代の担い手が

希望のもてる農地保全に努力をしていきますので、

よろしくお願いします。

氏名：阿部 正明（64）・農地利用最適化推進委員

住所：蓬田新田字新田前152 ℡55-2328

抱負：農地利用の最適化の推進に向けて

精一杯頑張ります。よろしくお願いします。

４区【九生滝・鴇子】

氏名：古川 信男（60）・農地利用最適化推進委員

住所：九生滝字数河内12 ℡：55-2722

抱負：農地利用最適化推進委員として、少しでも皆様の

お役に立てるよう、努力したいと思います。

氏名：三本松 好徳（63）・農業委員

住所：鴇子字沢名88 ℡：55-2369

抱負：地域農業振興と遊休農地の拡大防止に寄与できる

よう、取り組んでまいります。

１区【永田・小松原】
氏名：舘 岩夫（70）・農業委員

住所：永田字上永田100 ℡：55-2350

抱負：農業委員として、農地に関する法の番人としての役割

はもちろん、次の世代に農地をどう継いでいくか、

という大きな課題に向けて、皆さんとともに取り組ん

でいきたいと思います。

氏名：國井 豊治（69）・農地利用最適化推進委員

住所：小松原字北向22 ℡：55-2566

抱負：農地利用最適化推進委員として頑張りますので

よろしくお願いします。

７区【東山・上北方・下北方】
氏名：鈴木 孝（62）・農地利用最適化推進委員

住所：東山字苅万田95 ℡：54-2728

抱負：遊休農地を農地として次世代に繋いでいくことができ

るよう、推進委員として・農業者として一生懸命取り組

んでまいります。

氏名：村上 信一（71）・農業委員

住所：北方字皿目木180 ℡：54-2501

抱負：農地利用の最適化をすすめ、地域農業の振興発展を

目指し努力したい。

氏名：矢吹 公彦（71）・農地利用最適化推進委員

住所：北方字清水108 ℡：54-2250

抱負：資材の高騰や高齢化により年々遊休農地が増えてき

ているようです。遊休農地が少しでも非農地にならな

いよう、先輩に教わりながら、啓蒙活動やサポートを

していきたいです。

２区【下蓬田・打違内・乙空釜】
氏名：大木 信之（61）・農地利用最適化推進委員

住所：下蓬田字本松96 ℡：55-3324

抱負：地域農業者との対話を通じ、担い手への集積や遊休

農地の解消、農地の保全活動に努めます。

氏名：石塚 一則（68）・農業委員

住所：下蓬田字打違内1225 ℡：55-2356

抱負：農地の情報収集と遊休農地発生防止に

努めます。

氏名：國井 隆志（63）農地利用最適化推進委員

住所：下蓬田字乙空釜58 ℡：55-2596

抱負：地区の農地の耕作面積が年々減少する中、農家の皆

さんとの対話で少しでも改善する様、努力します。

６区【西山一・西山二】
氏名：二瓶 富男（71）・農業委員

住所：西山字川向111 ℡：54-2507

抱負：高齢化が進み年々耕作放棄地が多くなっている現状

地域の住民、担い手などに声をかけ農地の利用を

進めていきたい。

氏名：二瓶 清作（68）・農地利用最適化推進委員

住所：西山字北田22 ℡：54-3199

抱負：将来の担い手不足、遊休農地・耕作放棄地の諸問題

について、農業者との対話を通じ解決に向けての推進

に努力していきたい。

８区【中倉一・中倉二】

氏名：遠藤 正広（69）・農業委員

住所：中倉字筒地69 ℡：57-9220

抱負：農業委員として区民との話し合いの場を多く設け、一緒

に持続可能な農業・地域づくりを考え提案していきたい。

氏名：矢吹 長治（73）・農地利用最適化推進委員

住所：中倉字見上284 ℡：54-2322

抱負：基盤整備等を進めたとしても、その農地を維持管理で

きる次世代の人をどの様に確保できるか皆さんと考え

たい。

氏名：添田 保雄（62）・農地利用最適化推進委員

住所：中倉字見上90 ℡：54-3200

抱負：農地利用の最適化に向けて頑張りますので、皆様の

御協力をお願いします。

５区【小平・駒形】
氏名：遠藤 道雄（68）・農業委員

住所：小平字中森28 ℡：54-2718

抱負：耕作者の高齢化に伴い耕作放棄が進む中で、我々は

何をすべきか考えていきたいと思います。

氏名：野﨑 繁雄（65）・農地利用最適化推進委員

住所：駒形字金作23 ℡：54-2333

抱負：耕作者の高齢化に伴う後継者不足による遊休農地の

拡大が心配されます。農地の利用調整を進め耕作放棄

地の抑止に努めたいです。

新農業委員・農地利用最適化推進委員の紹介 【任期】令和5年７月20日から令和8年７月19日まで


